
西東京市告示第 94 号 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67号）第 244 条の２第３項の規定により、公の施設

の管理を行わせる者を次のように指定した。 

 

 

令和８年５月 27日 

 

 

西東京市長 池澤 隆史    

 

 

１ 公の施設の名称及び所在地 

西東京市障害者総合支援センター 

西東京市田無町四丁目 17 番 14 号 

 

２ 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地 

医療法人社団薫風会 

西東京市南町三丁目４番 10 号 

 

３ 指定管理の期間 

令和７年 10 月１日から令和 12 年９月 30 日まで 


